
 

入札公告の一部訂正について 
 

令和６年３月２９日付けで公告いたしました「新奥登川林道（林業専用道）新設工事」につき

まして、下記のとおり一部訂正いたします。 

 

令和６年４月１５日 

 

分任支出負担行為担当官 

空知森林管理署 武田 祐介 

 

記 

【訂正箇所】 
２頁 ２競争参加資格 

【誤】 

(2) 令和５・６年度の北海道森林管理局における土木一式工事に係るＢ等級、Ａ等級又

はＣ等級の一般競争参加資格の認定を受けている者（会社更生法（平成 14年法律第 154

号）に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成 11 年法

律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始

の決定後、北海道森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定

を受けていること。）。 

 

(2) 令和５・６年度の北海道森林管理局における土木一式工事に係るＢ等級、Ａ等級

又はＣ等級の一般競争参加資格の認定を受けている者、または北海道森林管理局の建

設工事の（とび・土工・コンクリート工事）に登録されている者（会社更生法（昭和

14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法

（平成 11年法律第 225 号）に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者につ

いては、手続開始の決定後、北海道森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争

参加資格の再確認を受けていること。）。 

 
【正】 
(2) 令和５・６年度の北海道森林管理局における土木一式工事に係るＢ等級、Ａ等級又

はＣ等級の一般競争参加資格の認定を受けている者（会社更生法（平成 14年法律第 154

号）に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成 11 年法

律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始

の決定後、北海道森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定

を受けていること。）。 

 

(2) 令和５・６年度の北海道森林管理局における土木一式工事に係るＢ等級、Ａ等級

又はＣ等級の一般競争参加資格の認定を受けている者、または北海道森林管理局の 建

設工事の（とび・土工・コンクリート工事）に登録されている者（会社更生法（昭和

14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法

（平成 11年法律第 225 号）に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者につ

いては、手続開始の決定後、北海道森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争

参加資格の再確認を受けていること。）。（削除） 
以上 


